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本試験問題 TAC予想問題
〔第二問〕
　１�　甲株式会社は、平成25年３月中に、その製造場の所在地の所轄
税務署長から、初めて全ての品目の酒類の製造免許を受けており、
他に製造免許を受けている製造場はない。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕
　【資料】
　１�．甲株式会社は、平成25年３月中に、その製造場の所在地の所轄
税務署長からすべての品目の酒類の製造免許を受けており、他に
製造免許を受けている製造場はない。

〔第二問〕Ａ
　�　米600kg、米こうじ230kg （こうじ米200kg）、清酒かす240kg、水
あめ200kg （含有水分25%）及び水を原料として発酵させ、その液
状部分とかす部分を分離した液状部分の酒類2,000ℓ（アルコール
分16.0度、エキス分6.0度、発泡性なし）

●実力完成答練　第２回〔第二問〕Ｈ
　�　米400kg、米こうじ160kg （こうじ米140kg）、水あめ60kg （水分
重量10kg）、他の酒類製造者の製造場から未納税移入した単式蒸留
焼酎200ℓ（アルコール分35度、当該酒類の重量197kg）、原料用ア
ルコール50ℓ（アルコール分60度）及び水を原料として発酵させて
こした酒類（アルコール分14度、エキス分７度）

〔第二問〕Ｂ
　�　他の酒類製造者の製造場から未納税移入した酒類500ℓ（ぶどう
果汁600ℓ（含有糖分96kg）及びぶどう糖90kgを原料として発酵さ
せたもの（アルコール分18.0度、エキス分7.7度、発泡性なし））に、
炭酸水500ℓを加えた酒類1,000ℓ（アルコール分9.0度、エキス分3.8
度、発泡性あり）

●全国公開模試〔第二問〕Ｂ
　�　他の酒類製造者の製造場から未納税移出した酒類（りんご果汁
1,000ℓ（含有する糖類の重量120kg）、砂糖110kg及び水を原料とし
て発酵させた酒類1,200ℓ（アルコール分16度、エキス分８度））に、
水800ℓを加えた酒類2,000ℓ（エキス分4.8度）

〔第二問〕Ｃ
　�　米100kg、麦芽300kg、ホップ５kg及び水を原料として発酵させ
た酒類4,000ℓ（アルコール分5.5度、エキス分1.0度、発泡性なし）

●全国公開模試〔第二問〕Ｄ
　�　発芽させた大麦600kg、発芽させた小麦400kg、ホップ30kg、米
300kg、コーン150kg、でん粉50kg及び水を原料として発酵させた
酒類で発泡性を有するもの（アルコール分５度、エキス分３度）

〔第二問〕Ｄ
　�　発芽させた小麦200kg及び水により、とうもろこし300kgを糖化
させて発酵させたアルコール含有物を、単式蒸留機により蒸留（留
出時のアルコール分80.0度、エキス分0.0度、発泡性なし） して水を
加えた酒類100ℓ（アルコール分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）
に、他の酒類製造者の製造場から課税移出された原料用アルコール
2,000ℓ（アルコール分57.0度、エキス分0.0度、発泡性なし） 及び水
を加えた酒類3,000ℓ（アルコール分40.0度、エキス分0.0度、発泡
性なし）

●全国公開模試〔第二問〕Ｈ
　�　発芽させた米及び水を原料として糖化、発酵させたアルコール含
有物を単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分60度）した酒
類400ℓ（アルコール分60度、エキス分0.3度）に、他の酒類製造者
の製造場から未納税移出された酒類（レモン果汁及び水を原料とし
て発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留（留出時の
アルコール分60度）した酒類（アルコール分60度、エキス分0.3度）
にレモン色素10kg及び水を加えた酒類8,000ℓ（アルコール分50度、
エキス分1.2度））及び水を加えた酒類10,000ℓ（アルコール分42.4度、
エキス分1.2度）

〔第二問〕Ｅ
　�　麦500kg、米こうじ200kg、清酒かす100kg及び水を原料として発
酵させたアルコール含有物を単式蒸留機で蒸留（留出時のアルコー
ル分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）して水を加え、砂糖１kg
（分蜜をしたもので、当該砂糖を加えたことによる着色又は着香は
ない。）及び合成着色料0.2kg （食品衛生法施行規則に定める食用黄
色５号）を加えた酒類2,500ℓ（アルコール分25.0度、エキス分0.1度、
発泡性なし）

●実力完成答練　第３回〔第二問〕
　５�．次の酒類に分蜜をした砂糖及び水を加えた酒類（アルコール分
20度、エキス分1.8度、着色又は着香なし）

　　・�　さつまいも、さつまいもこうじ及び水を原料として発酵させ
たアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留
（留出時のアルコール分70度）して水を加えた酒類（アルコー
ル分45度、エキス分0.3度）　　　　　

〔第二問〕Ｆ
　�　麦100kg、米こうじ30kg及び水を原料として発酵させたアルコー
ル含有物を単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分90.0度、
エキス分0.0度）して水を加えた酒類20ℓ（アルコール分42.0度、エ
キス分0.0度、発泡性なし）、米300kg、糖類200kg及び水を原料とし
て発酵させた酒類1,500ℓ（アルコール分20.0度、エキス分5.0度、発
泡性なし）

●直前講義　第１回・補助問題〔問題〕Ａ
　�　米700kg、米こうじ300kg （こうじ米240kg）、他の酒類製造者の
製造場から未納税移出された連続式蒸留焼酎350ℓ（アルコール分
35度、重量325kg）、水あめ180kg（含有水分35%）、アミノ酸塩５
kg、有機酸３kg及び水を原料として発酵させてこした酒類（アル
コール分19度、エキス分５度）

〔第二問〕Ｇ
　�　麦300kg、麦こうじ120kg、じゃがいも60kg及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留（留出時のアル
コール分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）したものに、杉の木
片の成分を浸出させ水を加えた酒類1,200ℓ（アルコール分12.0度、
エキス分0.1度、発泡性なし）

●直前予想答練　第１回〔第二問〕
　�４�．麦芽、果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を
単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分60度）して水を加
えた酒類（アルコール分40度、エキス分0.3度）は、木片を投入
してその成分を浸出させた酒類（アルコール分40度、エキス分0.5
度）
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〔第二問〕Ｈ
　�　麦芽10kg、糖類1,000kg （含有水分32%）、たんぱく質物分解物（大
豆を原料とするもの） 300kg、ホップ30kg、酵母エキス５kg、カラ
メル５kg及び水を原料として発酵させた酒類（アルコール分5.0度、
エキス分3.0度、発泡性あり）に、大麦、小麦及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留（留出時のアル
コール分80.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）して水を加えたもの
（アルコール分44.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）を加えた酒類
1,600ℓ（アルコール分5.0度、エキス分3.0度、発泡性あり）

●全国公開模試〔第二問〕Ｇ
　�　ライ麦麦芽1,000kg、ホップ80kg、ライ麦900kg、果実５kg、カ
ラメル（着色料）15kg及び水を原料として発酵させた酒類で発泡
性を有するもの4,800ℓ（アルコール分５度、エキス分３度）に、
大麦、大麦こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物
を連続式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分90度）して水を
加えた酒類200ℓ（アルコール分40度、エキス分0.2度）を加えた酒
類で発泡性を有するもの5,000ℓ（アルコール分6.4度、エキス分2.8
度）

〔第二問〕
　５�　商品Ａについては、４の表のほか、平成29年８月５日に公的機
関主催の品評会に出品するため、出品要領に従い５本（容器の容
量1,800㎖）を送付し、その受領書を保管している。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕
　９�．商品Ｅについては、４の表のほか、平成29年８月５日に地方自
治体主催の品評会に特別な容器に詰め替えて10本（容器の容量
500㎖）を出品した。

〔第二問〕
　６�　商品Ｂについては、４の表の平成29年８月５日に移出したもの
のうち、300本（容器の容量720㎖）は輸出する目的で酒税法第29
条（輸出免税）の規定により製造場から移出したものである。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕
　10�．商品Ｈについては、４の表に、平成29年７月中に2,000本（容
器の容量720㎖）を輸出の目的で酒税法第29条第１項の規定によ
り移出したものが含まれている。

〔第二問〕
　７�　商品Ｅについては、４の表のほか、平成29年４月中に酒類販売
業者に課税移出されたもの22本（容器の容量720㎖）が、平成29
年８月10日に酒類販売業者から返品され、製造場内に持ち込まれ
た。

　　　なお、平成29年４月中の商品Ｅの課税移出数量は100㎘である。

●全国公開模試〔第二問〕
　７�．商品Ｄについては、平成28年７月中に、酒類販売業者に課税移
出（全て租税特別措置法第87条の６の規定の適用を受けている。）
されたもの3,000本（容器の容量500㎖）が、返品のため、平成29
年８月中に酒類販売業者から製造場内に持ち込まれた。

〔第二問〕
　８�　商品Ｆについては、４の表のほか、タンクのひび割れによりタ
ンク内の酒類が流出し、平成29年８月８日に300,000㎖が滅失し
た。なお、製造場の所在地の所轄税務署長にその旨の届出をして
いる。

●実力完成答練　第２回〔第二問〕
　７�．商品Ｄについては、４の表のほか、平成29年８月中に従業員の
過失により製造場内の貯蔵タンクから流出し200ℓが滅失した。

　　　なお、所轄税務署長にその旨の届出書を提出している。

〔第二問〕
　９�　商品Ｇについては、４の表のほか、平成29年８月20日に在日カ
ナダ大使館に100本（容器の容量1,000㎖） を送付し、その受領書
を保管している。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕
　９�．商品Ｅについては、５の表のほか、平成29年７月14日に在日ア
メリカ大使館に240本（容器の容量750㎖）を販売した。

〔第二問〕
　９�　商品Ｈについては、４の表のほか、平成29年８月23日に何者か
が製造場に侵入し、10本（容器の容量633㎖）を持ち去った。直
ちに警察署へ届け出ており、甲株式会社の責めに帰す事由はない。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕
　７�．商品Ｃについては、４の表のほか、平成29年７月９日に製造場
に何者かが侵入し、50本（容器の容量700㎖）を持ち去った。直
ちに所轄警察署に届け出ており、甲株式会社の責めに帰す事由は
ない。




